
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

会社の新株予約権等に関する事項
会計監査人に関する事項

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
当社の支配に関する基本方針
連結株主資本等変動計算書

連結注記表
株主資本等変動計算書

個別注記表

第90期（2021年４月１日～2022年３月31日）

上記の事項につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブ
サイト（https://www.chemiphar.co.jp/）に掲載することにより株主の皆様に提供しています。

2022年05月13日 18時23分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



会社の新株予約権等に関する事項

当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
第４回新株予約権

（2017年８月１日発行）
発行決議の日 2017年６月23日
役員の保有状況 38個（４名）
うち取締役（社外取締役を除く） 38個（４名）
うち社外取締役 ―
うち監査役 ―

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 3,800株（新株予約権１個につき100株）
新株予約権の払込金額 払込みを要しない
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個につき541,400円
新株予約権の行使期間 2020年８月２日から2023年８月１日まで
新株予約権の行使の条件 （注）1
（注）1. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。

（ⅰ）新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」）が当社の役員又は従業員の地位（以下「権利行使
資格」）を喪失した場合（但し、新株予約権者が任期満了又は定年により権利行使資格を喪失した場合を除
く。）は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。

（ⅱ）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した日から３ヶ月が経過する前に新株予約権者の相続
人による新株予約権に関する遺産分割協議その他の相続手続が完了した場合に限り、新株予約権の相続を
認めます。

（ⅲ）新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
（ⅳ）新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結している新株予約権割当

契約に定めるところによります。
2. 2021年６月18日開催の第89回定時株主総会の決議により、取締役に対するストック・オプション制度を廃止
しており、当事業年度におけるストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行っておりません。

会計監査人に関する事項

（1）名称
有限責任監査法人 トーマツ

（2）報酬等の額
当事業年度に係る報酬等の額 41百万円
当社及び連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 41百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬

の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額で記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切で
あるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額につきまして、同意の判断をいたし
ました。

3. 当社の重要な子会社のうち、Nippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.は当社の会計監査人以外の公認会計士
又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法又は金融商品
取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である「収益認識基
準」に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。

（4）解任又は不再任の決定の方針
当社都合のほか、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗
に反する行為があったと判断された場合、その事実に基づき監査役会は当該会計監査人の解任又は不
再任を株主総会の付議議案とすべきかどうかを審議します。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

（1）業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき2006年５月12日開催の取締役会において内部統制基
本方針を制定し、その後、社会情勢の変化に鑑み、適宜改正しております。
① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
ⅰ）日本ケミファ法令等遵守行動基準を定め、当社の役員・使用人が法令・定款及び社会規範を遵
守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、法令等遵守担当取締役を
委員長とする法令等遵守推進委員会を設置し、同委員会が中心となって当社の役員・使用人の教
育等を行う。
ⅱ）社長直轄の内部監査部門は、法令等遵守推進委員会と連携の上、法令等遵守の状況を監査す
る。これらの活動結果は、必要に応じて取締役会に報告されるものとする。

ⅲ）法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、常勤監査役、法令
等遵守担当役員、法令等遵守推進委員会事務局、及び社外監査役、顧問弁護士等の中から法令等
遵守推進委員会が定める１人又は複数の者宛てのホットラインである「Nippon Chemiphar
Hot Line」を設置・運営する。この場合、通報者の希望により匿名性を保証するとともに、通
報者に不利益が無いことを確保する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
ⅰ）文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を電磁的記録その他各種の記録及び書面文
書（以下、「文書」という。）に記録し、保存する。

ⅱ）取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ）当社の経営に重大な影響を及ぼす種々のリスクを把握するとともに、リスクに係る管理体制の
整備、発現したリスクへの対応等を行うため、リスク管理規程を制定する。
ⅱ）リスク管理規程に基づきリスク毎の責任部署を定めた上、当社のリスクを総合的に管理するた
め、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。同委員会は当社のリス
ク管理について、定期的に取締役会に報告する。
ⅲ）コンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクについては、リスク管理委員会の下部
組織として設置する法令等遵守推進委員会及び情報セキュリティ委員会が所管する。
ⅳ）内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、各部署のリスク管理の状況を監査する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ）取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき役員・使用人が共有する経営
目標を定める。
ⅱ）経営目標達成のために、各執行役員は取締役会により分配された権限に基づく具体的目標と効
率的な達成の方法を定める。

ⅲ）執行役員会議は定期的に、各執行役員の目標達成進捗状況をレビューし、改善を促す。
ⅳ）執行役員会議のレビューを受けて取締役会は当初の経営方針及び中長期経営計画あるいは経営
目標の妥当性を議論し、職務執行の効率化の観点から、必要がある場合は随時見直す。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ）子会社に対して、職務執行に係る事項について定期的に報告させるとともに、必要の都度、そ
の報告を求めることができる。

ⅱ）リスク管理委員会で、当社及び子会社（以下、「日本ケミファグループ」という。）のリスクを
総合的に管理するとともに、子会社毎に担当執行役員を任命し、担当子会社がコンプライアンス
及び情報セキュリティに関するリスクも含めたリスク管理体制を構築するよう指導する。

ⅲ）企業集団としての事業活動を行うために必要な基本事項をグループ管理規程に定め、その適切
な運用により、子会社取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。
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ⅳ）子会社に日本ケミファ法令等遵守行動基準を適用し、法令等遵守推進委員会がグループ全体の
コンプライアンス・リスクを管理する体制とし、また、「Nippon Chemiphar Hot Line」を子
会社の使用人が利用できるように運営する。
ⅴ）日本ケミファグループに属する会社間の取引は、法令・会計原則その他の社会規範に照らし適
切なものでなければならない。

ⅵ）内部監査部門は、日本ケミファグループにおける内部監査を実施又は統括し、日本ケミファグ
ループの内部統制の有効性と妥当性を確保する。

ⅶ）監査役は、日本ケミファグループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的か
つ適切に行えるよう会計監査人及び内部監査部門と協働して適切な体制を構築する。

⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに
その使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ）監査役は、内部監査部門の使用人あるいはその業務を行うに適切な部署の使用人を補助者（以
下、「補助者」という。）として、監査業務に必要な事項を命令することができる。
ⅱ）補助者は、監査役の監査業務に関する命令に関して、会社の指揮命令を受けないものとする。
また、補助者の人事異動等については、監査役会の意見を尊重するものとする。
ⅲ）補助者が、監査役の監査業務に関する命令を受けたときは、専らその指揮命令に従うものとす
る。

⑦ 当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関す
る体制
ⅰ）日本ケミファグループの役員・使用人は、法定の事項、日本ケミファグループに重大な影響を
及ぼす事項、内部監査の実施状況を監査役会に対してすみやかに報告する。

ⅱ）報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、監査役会との協議により決定す
る。

ⅲ）日本ケミファグループは、監査役会へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不
利な取り扱いを受けないことを確保する。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い
等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の
職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ）日本ケミファグループの財務報告の信頼性を確保するため、全社統制及び業務プロセスにおけ
る文書化など体制整備を進める。
ⅱ）構築した体制を運用し、その評価及び改善を適宜行い、財務報告の重要な事項に誤りが発生す
るリスクを低減することに努める。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
ⅰ）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、これらとかかわり
のある企業、団体とはいかなる関係も持たない旨を日本ケミファ法令等遵守行動基準に定め、日
本ケミファグループの役員・使用人全員に周知徹底する。

ⅱ）平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や弁護士な
どと緊密に連携を取り、組織全体としてすみやかに対処する。

なお、2022年４月22日開催の取締役会において、2021年６月改訂のコーポレートガバナンス・
コード及び公益通報者保護法の改正を踏まえた、内部統制基本方針の一部改定を決議しております。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。
① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
法令等遵守推進委員会を定期的に開催し、内部通報制度である「Nippon Chemiphar Hot
Line」の利用状況の報告や法令等遵守行動基準に関連する事項の検討、社内規程整備状況の確認、
教育啓発活動等を実施しており、これらの実施状況は１年に２回、取締役会及び執行役員会議に報
告されています。同委員会には社長室内部監査課がオブザーバーとして参加しており、両組織の連
携によりコンプライアンスの実効性が確保されています。
また、独立社外取締役２名及び独立社外監査役２名が連携し、主に取締役会における発言が積極
的に行われれる機会を設けることで、監督・監査機能を強化しています。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に基づき、株主総会や取締役会等の重要な会議の議事録、稟議書、会計書類その他
取締役の職務の執行に係る文書は、その種類ごとに定められた保存期間、適切に保存・管理されて
おり、取締役及び監査役は常時閲覧できます。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づき定期的に開催するリスク管理委員会では、各責任部署（子会社を含む）
が抽出したリスクについて対応状況のモニタリングを行うことでリスク低減に努めており、この活
動状況は１年に２回、取締役会及び執行役員会議に報告されています。なお、コンプライアンスに
関するリスクについては上述のとおり、同委員会の下部組織として設置されている法令等遵守推進
委員会が、情報セキュリティに関するリスクについては、同様の位置付けの情報セキュリティ委員
会が所管しており、この活動状況も同時に取締役会及び執行役員会議に報告されています。また、
この２つの委員会にも社長室内部監査課はオブザーバーとして参加しており、リスク管理の実効性
確保に寄与しています。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
第90回定時株主総会招集ご通知33頁に記載の「３つのミッションプラス１」を経営方針とし、
この経営方針を具体化する方策として、取締役会は３ヶ年の中期経営計画を策定しています。各執
行役員は同計画遂行に向けて１年ごとに担当部門の事業計画を作成し、執行役員会議でその進捗状
況が適宜レビューされています。このレビューを総括することにより現中期経営計画は毎年ロール
オーバーされる仕組みとなっています。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程に基づいて四半期ごとに関係会社代表者会議が開催され、当社グループ間取引
も含めた子会社の事業運営に関する重要な事項について適宜情報交換や協議が行われています。
当社監査役は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通や情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けるとともに、その事業及び財産の状況を調査しています。
また、子会社は当社リスク管理委員会及びその下部委員会、当社の担当執行役員、社長室内部監
査課による複合的な統制によってその業務の適正が確保される体制となっています。なお、子会社
の使用人が「Nippon Chemiphar Hot Line」を利用できる旨周知徹底されています。

⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに
その使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助者として内部監査部門の使用人１名を配置し、補助業務については会社ではなく監
査役の指揮命令に服することにつき、監査役会規則に則った運用がなされています。

⑦ 当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関す
る体制
監査役は、取締役会や執行役員会議等の重要な会議（重要な子会社の取締役会を含みます。）に
出席し、取締役、主要な部門長、子会社の取締役等から業務の執行状況を聴取するほか、それらの
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（ご参考）コーポレート・ガバナンス体制図
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者は監査役に対し、適宜業務執行状況を報告しています。
常勤監査役及び社外監査役の１人（弁護士）は、当社内部通報制度である「Nippon
Chemiphar Hot Line」の通報先に指定されており、企業活動全般における不正や懸念事項につ
いて直接通報を受ける体制が構築されています。この場合、通報者が通報したことにより不利益を
受けることがないことを内部通報規程が保障しています。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役監査基準に従い、監査の実効性を確保するために監査役の職務の執行上必要と見込まれる
費用については予算を計上しており、計上された予算執行は原則的に拒絶されません。緊急又は臨
時に拠出した費用につきましては、法令に則って会社が前払い又は償還をしています。なお、監査
役は監査費用の支出にあたってその効率性及び適正性に留意しています。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施しています。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
全社統制及び業務プロセスにおける文書化については、社長室内部監査課が年間計画に基づいて
整備・運用状況の評価を実施し、その状況は定期的に、取締役会及び監査役会で報告されていま
す。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
反社会的勢力とはいかなる関係も持っていません。また、加盟する公益社団法人警視庁管内特殊
暴力防止対策連合会と連絡を密にすることにより、関係情報収集に努めています。
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当社の支配に関する基本方針

（1）基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の

企業価値の源泉を十分に理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的に確保、向上していく
ことを可能とする者である必要があると考えています。
但し、当社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思

に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当
社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませ
ん。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の
取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を
提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利
な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利
益に資さないものも少なくありません。
当社では、グループとして企業価値の向上・確保に努めておりますが、特に、当社の企業価値の

源泉は①ジェネリック医薬品においては、新薬メーカーとして培った技術を基礎とした製品の開発
力と、国内基幹工場とベトナム工場を活用した品質管理・コスト対応能力、②戦略領域であるアル
カリ化療法及び高尿酸血症領域に関する専門知識、経験及びノウハウと関連する製品及び開発パイ
プラインの市場価値、③探索機能に特化し効率性と開発確度を追求するベンチャー型創薬研究、と
いうそれぞれ独自性がある３つの異なる事業を同時に推進し、④それら事業の成果を海外へ展開す
るというユニークなビジネスモデルを維持していることです。当社株式の大量買付を行う者が、当
社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解
し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益
は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に
対しては必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する
必要があると考えます。

（2）基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
① 中期経営計画による取組み

当社は、近年ますますスピードが増している経済環境や制度の変化にタイムリーに対応すべく、
2015年度より期間３ヶ年の中期経営計画を毎年ロールオーバーしております。この中期経営計画
においては、当社が従前取り組んでまいりました３つのミッションを継続的に発展させ、①質を追
求した特色あるジェネリック医薬品事業の展開、②アルカリ化療法の知見や研究成果を活用した新
領域への多面展開、③自社開発創薬とそれに伴うアライアンス戦略による業容拡大へのさらなる取
組みを継続・強化するとともに、④これらの取組みの成果をベースに海外に展開することを掲げて
おります。
まず、ジェネリック医薬品事業につきましては、オーソライズドジェネリックの台頭及び市場成

長の鈍化による競争激化に加え、目まぐるしく変化する制度環境に対応し、市場におけるプレゼン
スを維持するためには、開発と販売のターゲットを絞り込んで「質」を追求し、多様化する市場ニ
ーズを捉えてあらゆる収益機会を取り込むとともに、開発、製造、販売にわたるサプライチェーン
全体を強化・効率化することが不可欠であると考えております。このような方針のもと、知財部門
を含む開発体制の強化や、グループの基幹製造拠点である日本薬品工業つくば工場と低コストオペ
レーションに強みを持つNippon Chemiphar Vietnam社ベトナム工場における品質管理体制の
強化や生産体制の拡充と効率化、開発部門と製造部門のさらなる技術連携強化を推進しておりま
す。また、営業面では、2020年７月に実施したグループ構造改革により、顧客セグメント別販売
戦略に一層最適化したグループ営業体制を構築し、ITによる営業支援システムやコロナ禍で要請の
高まる非対面営業も駆使して、当社製品の取引拡大が見込まれるターゲット先における新規口座獲
得と利益最大化を重視したプロモーションを効率的に展開するとともに、多様化した販路での取引
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深耕に努めてまいります。加えて、複数のメーカーによる品質問題等に端を発した製品回収が相次
ぐ中で、当社の品質確保への取組みを従前以上に徹底し、それらを患者さんや市場関係者の皆様に
丁寧にお伝えすることで、ジェネリック医薬品の品質に対する信頼回復に努めていくことも重要な
責務と考えております。
次に、当社の戦略領域であるアルカリ化療法及び高尿酸血症でのナレッジの新領域への展開を図

る取組みに関しましては、創薬ベンチャーDelta-Fly Pharma株式会社とのライセンス契約に基づ
きアルカリ化療法の知見を活用した抗がん剤開発への取組みを推進するとともに、アルカリ化療法
剤による慢性腎臓病進展抑制等の臨床研究の成果を多面的な収益機会の獲得・拡大に結び付けるべ
く、AIやリアルワールドデータ、デジタル治験などの新技術を活用した適応症追加へのチャレンジ
や、健康食品等への応用に取り組んでまいります。また、自社開発の高尿酸血症治療薬
「NC-2700」は海外企業との本格的な導出交渉が進行中であり、同じく高尿酸血症治療薬
「NC-2500」は他の適応症の可能性も追及し導出活動を継続してまいります。
自社開発創薬とそれに伴うアライアンス戦略につきましては、抗うつ・抗不安薬「NC-2800」

について住友ファーマ株式会社（旧 大日本住友製薬株式会社）と共同研究開発契約及びオプショ
ン契約を締結し、現在、AMEDによる医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）の下でフェーズⅠ
試験を実施中です。公的資金を活用し開発を進めた神経障害性疼痛治療薬「NC-2600」はフェー
ズⅠ試験が終了し、新たに慢性咳嗽もターゲット疾患に加えて、早期導出に向けた活動を推進して
まいります。これらに加えて、AI創薬ベンチャー株式会社MOLCUREとの資本業務提携を通じた
AI新技術の活用による研究開発体制の革新・効率化や、デジタル医療を推進するベンチャー企業サ
スメド株式会社との資本業務提携による医薬品開発への取組み、また、先般Delta-Fly Pharmaと
ライセンス契約を締結した新たな抗がん剤開発の取組みなど、今後も創薬への投資を継続してまい
ります。
また、2019年２月に製造販売を承継した経口腸管洗浄剤新薬「ピコプレップ配合内用剤」や、

2020年７月に販売移管を受け昨年４月に製造販売を承継したマクロライド系抗生物質製剤「クラ
リシッド」など、患者さんや医療現場のニーズを充たす付加価値医薬品やエッセンシャルドラッグ
の導入・販売にも鋭意取り組んでまいります。
更に、将来にわたる当社グループの持続的成長のために、ASEAN、中国を中心とする医薬品の

海外事業基盤の強化と次なる市場候補の開拓にも取り組んでまいります。
加えて、臨床検査薬事業におきましても、2020年２月に発売した画期的なアレルギー検査製品

「ドロップスクリーン」が医療機関から高い評価を頂いており、発売後に販売拡大のボトルネック
となっていた試薬の量産体制が整ったことを受けて国内普及を加速させるとともに、欧米や中国で
の展開を実現し収益拡大を目指してまいります。

② コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、企業価値・株主共同の利益を維持・拡大させるために、株主の皆様から負託された経営

責任を重く受け止め、経営組織とその運営のあり方の適正化に努め、株主の皆様はもとより、従業
員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーに対して一層の経営
の透明性を高め、公正な経営を実現することを最重要事項としております。
当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ること

を目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性
の高い社外取締役が２名かつ３分の１以上の比率を占める取締役（会）に、後者を執行役員（会
議）にそれぞれ配分しております。
また、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透

明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいま

す。）の定める独立性の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、いずれ
も当社からの独立性を有しております。当社は、これら社外役員を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として同取引所に届け出ております。
また、リスク管理や内部統制システムの整備等を通じて内部管理体制の強化にも努めておりま

す。具体的には、内部統制基本方針や法令等遵守行動基準などに基づいた健全な企業活動を推進
し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
これらの取組みにより株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダーとの信頼関係をより一
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層強固なものにし、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。

（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止
するための取組みの概要
当社は、2019年６月21日開催の第87回定時株主総会において、当社株式の大量取得行為に関す

る対抗策（買収防衛策）について、2007年に導入した内容、並びに2010年、2013年及び2016年
に改定された内容を一部再改定して更新することを上程し、株主の皆様のご承認を頂きました（以
下、再改定後のプランを「本プラン」といいます。）。本プランの内容の概要は次のとおりでありま
す。なお、本プランの内容の詳細は当社ホームページ
（https://www.chemiphar.co.jp/ir/d2sqce0000000wjp-att/20190513_4_nl.pdf）に掲載して
おります。
① 目的

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株
式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考
えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
れることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量
買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、若しくは株主の皆様がか
かる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したり、又は株主の皆
様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
② 本プランの概要
ⅰ）本プランに係る手続の設定

本プランは、当社の株券等に対する買付等が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者
等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等について
の情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提
示し、又は買付者等との交渉等を行うための手続を定めています。

ⅱ）新株予約権の無償割当ての利用
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価

値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、買付者等による権
利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予
約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、
その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条
以降に規定されます。）により割当てます。

ⅲ）特別委員会の利用及び株主意思の確認
本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、

取締役の恣意的判断を排するため、独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会の客観
的な判断を経るものとしています。
また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思を確認する

ための株主総会を招集し（以下かかる株主総会を「株主意思確認株主総会」といいます。）、新株
予約権無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。
ⅳ）本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新
株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株
主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は最
大約50％まで希釈化される可能性があります。
ⅴ）情報開示

上記ⅰ）ないしⅳ）の各手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、
その透明性を確保することとしております。

③ 本プランの有効期間、廃止
本プランの有効期間は、第87回定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、ⅰ）当社の株主総会において第87回定時株主総会決議に

よる当社取締役会への委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、ⅱ）当社取締役会において
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本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとし
ます。
④ 株主の皆様への影響

本新株予約権の無償割当て自体が行われていない場合には、株主の皆様に直接具体的な影響が生
じることはありません。他方、本プランが発動され新株予約権行使の手続を行わなければ、その保
有する株式が希釈化される場合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得
の手続を行った場合、保有する当社株式全体の価値の希釈化は原則として生じません。）。

（4）上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
① 基本方針の実現に資する特別な取組みについて

将来にわたる当社グループの持続的成長のため３つのミッションプラス１を中心とした各種取組
み、コーポレート・ガバナンスの強化の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ
持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うもので
す。
したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではございません。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防
止するための取組みについて
本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入され

たものであり、基本方針に沿うものです。
また、本プランは、株主の承認を得た上で更新されており、一定の場合に本プランの発動の是非

について株主意思確認株主総会において株主の皆様の意思を確認することができることや、有効期
間が約３年間と定められた上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止することができるとされ
ているなど株主意思を重視するものであること、買収防衛策に関する公の指針の要件を完全に充足
していること、独立性のある社外取締役等のみから構成される特別委員会の判断の重視や情報開示
の仕組みが確保されていること、合理的な客観的発動要件が設定されていること等により、その公
正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものといえます。
したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではございません。

（ご参考）
現行プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時までとなっていることから、当社は、2022
年５月13日開催の当社取締役会において、現行プランを、本定時株主総会において株主の皆様の
ご承認を頂くことを条件として更新することを決定しております。更新後のプランの内容について
は、11頁から28頁（「第５号議案 買収防衛策更新の件」「2. 提案の内容（本プランの内容)」）
をご参照ください。
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連結株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 4,304 1,303 12,655 △ 3,187 15,076
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 ― ― 20 ― 20

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 4,304 1,303 12,675 △ 3,187 15,096

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― △ 181 ― △ 181
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ― ― 700 ― 700

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △ 0 △ 0
自 己 株 式 の 処 分 ― △ 40 ― 78 37
土地再評価差額金の取崩 ― ― 287 ― 287
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― △ 40 806 77 843
当 期 末 残 高 4,304 1,263 13,482 △ 3,110 15,939

（単位：百万円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 714 2,357 △ 223 72 2,921 17 18,014
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 ― ― ― ― ― ― 20

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 714 2,357 △ 223 72 2,921 17 18,034

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― ― ― △ 181
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ― ― ― ― ― ― 700

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― ― △ 0
自 己 株 式 の 処 分 ― ― ― ― ― ― 37
土地再評価差額金の取崩 ― ― ― ― ― ― 287
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 167 △ 287 52 25 △ 376 ― △ 376

当 期 変 動 額 合 計 △ 167 △ 287 52 25 △ 376 ― 466
当 期 末 残 高 547 2,070 △ 170 98 2,545 17 18,501
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てして表示しています。
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連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ４社
（2）連結子会社の名称

日本薬品工業株式会社、株式会社化合物安全性研究所、Nippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.、
シャプロ株式会社

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数 １社
（2）会社の名称

ジャパンソファルシム株式会社
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Nippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.の決算日は12月31日でありま
す。
連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法に
よっております。
また、在外連結子会社は定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

（4）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金：連結会計年度末の債権に対する貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

② 役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規による支払見込相当額を計上し
ております。
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（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
あります。
① 医薬品事業

主に医療用医療品、臨床検査用の試薬及び機械の製造・販売を行っております。製品を顧客
に供給することを履行義務としており、原則として製品の引渡時点において支配が顧客に移転
して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しております
が、出荷時点から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時点に収益を認識しております。
医療用医薬品の販売契約については、取引数量等に基づく変動対価が含まれており、顧客に
支払う変動対価を売上高から控除しております。
変動対価の見積りは、類似した同種の契約が多数あることから過去の実績に基づき顧客に支
払う対価を見積り、売上高から控除し返金負債を計上しております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は１年以内であるため、重要な金
融要素は含まれておりません。

② その他事業
その他事業における主な顧客との契約から生じる収益は連結子会社の安全性試験の受託によ

るものです。連結子会社の安全性試験の受託事業において、連結子会社の役割が代理人に該当
する取引について、対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で売上高を認識す
ることとしております。加えて、全ての受託試験について、一定の期間にわたって充足される
履行義務として、履行義務の充足にかかる進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は１年以内であるため、重要な金
融要素は含まれておりません。

（6）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要
件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしてい
る場合には特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
a. ヘッジ手段……為替予約
ヘッジ対象……外貨建予定取引

b. ヘッジ手段……金利スワップ
ヘッジ対象……借入金の利息

③ ヘッジ方針
為替相場変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的でヘッジ手段を利用しております
が、投機的な取引は行っておりません。

④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段が同一通貨の為替予約取引、特例処理の要件を満たしている金利ス
ワップ取引については、有効性の評価を省略しております。

（7）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度より費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（11年）による定額法により按分した額を発生の連結会計年度より費用処理しております。
② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定に含めております。
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③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、翌事業年度、連結納税制度からグループ通算制度へ移行するこ
ととなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）におい
て創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税
制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に
係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項
の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法
人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する
場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適
用する予定であります。
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（会計方針の変更等）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお
ります。
これにより、当社及び連結子会社において、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販

売促進費等の一部を、売上高から控除しております。
また、その他事業における連結子会社の安全性試験の受託事業において、従来、顧客から受け取る
対価の総額を売上高として計上しておりましたが、連結子会社の役割が代理人に該当する取引につい
て、対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で売上高を認識する方法へ変更しており
ます。加えて、従来は、受託試験の完了時に一括して売上高を計上しておりましたが、収益認識会計
基準等の適用により、全ての受託試験について、一定の期間にわたって充足される履行義務として、
履行義務の充足にかかる進捗度に基づき、売上高を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用してお
ります。
前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」

は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。また、「流
動負債」に表示していた「販売促進引当金」は、当連結会計年度より「返金負債」等に含めて表示し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、受
取手形、売掛金及び契約資産のうち売掛金が623百万円減少し、契約資産が157百万円増加しており
ます。仕掛品が328百万円減少し、未払費用が452百万円減少し、販売促進引当金が466百万円減少
し、返金負債が300百万円増加し、流動負債その他が320百万円減少しております。当連結会計年度
の連結損益計算書の売上高が3,574百万円減少し、売上原価、販売費及び一般管理費が3,633百万円
減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ58百万円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算
書の利益剰余金の期首残高は20百万円増加しております。

2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとに内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
1. 繰延税金資産の回収可能性

①当連結会計年度計上額 332百万円
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、当該資産の回収が不
確実と考えられる部分に対しては評価性引当額としております。回収可能性の判断において
は、将来の課税所得見込額と実行可能なタックス・プランニングを考慮して、将来の税金負担
額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実

際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結計
算書類において、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、繰延税金資産の回収可能性へ与える影

響は重要性がないと判断しております。
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2. 販売権の評価
①当連結会計年度計上額 666百万円
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、2020年７月に導入したマクロライド系抗生物質製剤「クラリシッド」の
日本における商標使用権許諾及び製造販売承認について承継対価を連結貸借対照表の無形固定
資産に販売権として計上しており、当連結会計年度末における販売権の連結貸借対照表価額の
大部分を占めております。（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
「4. 会計方針に関する事項 （2）固定資産の減価償却の方法 ② 無形固定資産」に記載さ
れているとおり、販売権はその効果の及ぶ期間にわたって定額法にて償却しております。
販売権の取得価額は当該製剤の将来販売計画を基礎に算定されていることから、販売実績が

計画に対し大幅な未達となる場合には、販売権に減損の兆候が生じる可能性があり、当該製剤
の販売より獲得できる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合、その時
点での帳簿価額から回収可能価額にまで減額する金額を減損損失として計上する可能性があり
ます。
なお、現時点において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は軽微なものと判断し

ております。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却累計額

20,293百万円
2. 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評
価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお
ります。
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △1,106百万円
（注） 上記の時価と再評価後の帳簿価額との差額のうち、賃貸等不動産に関するものについては、△2百万円

含まれております。
3. 電子記録債権
連結貸借対照表には、信託受益権等を設定した上で現金化を留保している電子記録債権1,184百万

円が含まれております。

（連結損益計算書に関する注記）
1. 減損損失
当社グループは、事業用資産については各社の事業別に資産のグルーピングを行っております。ま

た、賃貸用資産は、個々の物件単位でグルーピングを行っております。
収益性が低下している賃貸用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
損損失として特別損失に14百万円計上しております。減損損失の内訳は、建物及び構築物９百万円、
土地４百万円であります。
当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は売却可能価

額により評価しております。
用 途 種 類 減損損失 場 所

賃貸用資産 建物及び構築物
土地

９百万円
４百万円 埼玉県東松山市

2. 棚卸資産評価損
当社グループでは医薬品の安定供給のため、原薬について複数調達化を図り、安定的な原薬調達を

行っておりますが、今般、連結子会社にて調達した一部製品の原薬のうち、特定の原薬供給会社の原
薬において、受入時の品質検査時には予測できない品質不良が判明し、当該原薬の使用を停止するこ
とを決定しました。
この結果、当該原薬については、原薬供給会社と品質不良の発生原因の特定を行っておりますが、

当連結会計年度期末日時点にて保有している当該原薬の帳簿価額の全額を棚卸資産評価損として162
百万円計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度末における発行済株式の数

普 通 株 式 4,261,420株
2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

2021年６月18日開催の第89回定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基 準 日 効力発生日

普通株式 181 利益剰余金 50.00 2021年３月31日 2021年６月21日
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2022年６月24日開催予定の第90回定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基 準 日 効力発生日

普通株式 182 利益剰余金 50.00 2022年３月31日 2022年６月27日
3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数
普 通 株 式 18,600株

（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については、主に
銀行借入や社債発行により調達しております。デリバティブは、為替変動リスク及び借入金の金利
変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒
されております。当該リスクに関して当社グループでは、各社が取引先ごとに期日管理及び残高管
理等を把握する体制となっております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関して当社グループ
では、各社が定期的に時価又は発行体の財務状況等を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、通常の営業活動に伴い生じたもの
であり、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債は、主に長期運転資金に係る資金調達であります。また、変動金利の借入金
は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化
を図るために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。
外貨建予定取引については為替変動リスクに晒されておりますが、当該リスクを軽減するため、
一部の取引において為替予約取引をヘッジ手段として利用しております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資
金繰計画を作成する方法等により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（4）信用リスクの集中
当期の連結決算日現在における営業債権のうち54.2％が特定の大口顧客に対するものでありま
す。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額179百万円）は、「（1）投資有価
証券」には含めておりません。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額（※１） 時 価（※１） 差 額

（1）投資有価証券 1,630 1,630 ―
資産計 1,630 1,630 ―

（2）社債 （200） （199） 0
（3）長期借入金 （13,980） （13,948） 31

負債計 （14,180） （14,148） 32
（4）デリバティブ取引 ― ― ―
（※１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（※２）「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」

「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。

3． 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した
時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 1,630 ― ― 1,630
資産計 1,630 ― ― 1,630

(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 ― (199) ― (199)
長期借入金 ― (13,948) ― (13,948)

負債計 ― (14,148) ― (14,148)

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。（下記「長期借入金」参照）
社債
社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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（注２）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連 （単位：百万円）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主な
ヘッジ対象 契約額等 契約額のうち

１年超 時価

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動 長期借入金 1,607 1,250 （※）

（※）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

（注３）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 179
上記については、「（1）投資有価証券」には含めておりません。

（注４）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

区分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 11,645 ― ― ―
受取手形、売掛金及び契約
資産 8,100 ― ― ―
電子記録債権 4,541 ― ― ―

合 計 24,287 ― ― ―
（注５）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額

（単位：百万円）

区分 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 400 ― ― ― ― ―
社債 200 ― ― ― ― ―
長期借入金 2,581 2,350 2,156 2,073 1,588 3,230

合 計 3,181 2,350 2,156 2,073 1,588 3,230

（賃貸等不動産に関する注記）
当社では、東京都その他の地域において、賃貸施設等を有しております。2022年３月期における

当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は14百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）、
減損損失は14百万円（特別損失に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおり

であります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の時価当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高
660 △555 104 89

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度増減額のうち、主な減少は賃貸用不動産の売却（537百万円）及び減損損失の計上（14百万
円）によるものであります。

3. 当連結会計年度末の時価は、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自
社で算定した金額であります。
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（収益認識に関する注記）
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、医薬品事業及びその他の事業を営んでおり、医薬品事業の内容は、医療用医薬品、臨
床検査用の試薬及び機械の製造・販売であり、その他の事業の内容は安全性試験の受託事業、ヘルスケ
ア事業及び不動産賃貸事業であります。その他の事業における顧客との契約から生じる収益は主に安全
性試験の受託事業から生じる収益であります。各事業における顧客との契約から生じる収益について
は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
報告セグメント その他

（注） 合計 調整額 連結損益
計算書計上額医薬品事業

売 上 高
顧客との契約から生じる収益
その他の収益

31,398
102

977
26

32,376
129

―
―

32,376
129

外部顧客に対する売上高
セグメント間の内部売上高
又は振替高

31,501
10

1,004
31

32,506
42

―
△42

32,506
―

計 31,512 1,035 32,548 △42 32,506

2．収益を理解するための基礎となる情報
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）「4.会計方針に関する事項(5) 重
要な収益及び費用の計上基準」に記載されているとおりであります。

3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債は、以下のとおりです。

(単位：百万円)
当連結会計年度期首 当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権
受取手形 300 133
売掛金 7,107 7,808
電子記録債権 4,043 4,544

11,451 12,487
契約資産 52 157
契約負債 96 221
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資

産」に含まれており、契約負債は「流動負債その他」に含まれています。また、期首時点の契約負債31百
万円は当連結会計年度の収益として計上されています。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末における残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間
は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)
当連結会計年度末

1年以内 418
1年超 81

合計 499

― 19 ―

2022年05月13日 18時23分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額

5,119円99銭
１株当たり当期純利益金額

194円33銭

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 700百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 700百万円
普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 ―百万円
普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 3,606千株
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株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計そ の 他
資本剰余金 利益準備金

そ の 他
利益剰余金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,304 1,295 366 5,108 △ 3,098 7,977
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 ― ― ― △ 2 ― △ 2

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 4,304 1,295 366 5,106 △ 3,098 7,975

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― 18 △ 200 ― △ 181
当 期 純 利 益 ― ― ― 249 ― 249
自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― △ 0 △ 0
自 己 株 式 の 処 分 ― △ 40 ― ― 78 37
土地再評価差額金の取崩 ― ― ― 287 ― 287
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― △ 40 18 336 77 391
当 期 末 残 高 4,304 1,255 385 5,443 △ 3,021 8,366

（単位：百万円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 703 2,357 3,061 17 11,055
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 ― ― ― ― △ 2

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 703 2,357 3,061 17 11,053

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △ 181
当 期 純 利 益 ― ― ― ― 249
自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― △ 0
自 己 株 式 の 処 分 ― ― ― ― 37
土地再評価差額金の取崩 ― ― ― ― 287
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 163 △ 287 △ 450 ― △ 450

当 期 変 動 額 合 計 △ 163 △ 287 △ 450 ― △ 58
当 期 末 残 高 540 2,070 2,610 17 10,994
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てして表示しています。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によ
っております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金：事業年度末の債権に対する貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

（2）退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を
計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額を発
生の事業年度より費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
ただし、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数
理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として
投資その他の資産に計上しております。

（3）役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規による支払見込相当額を計上して
おります。

4. 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
主に医療用医薬品、臨床検査用の試薬及び機械の製造・販売を行っております。製品を顧客に供給
することを履行義務としており、原則として製品の引渡時点において支配が顧客に移転して履行義務
が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、出荷時点から当
該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点に収益を認識
しております。
医療用医薬品の販売契約については、取引数量等に基づく変動対価が含まれており、顧客に支払う
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変動対価を売上高から控除しております。
変動対価の見積りは、類似した同種の契約が多数あることから過去の実績に基づき顧客に支払う対
価を見積り、売上高から控除し返金負債を計上しております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は１年以内であるため、重要な金融要素
は含まれておりません。
5. ヘッジ会計の方法
（1）金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっておりま
す。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利スワップ
ヘッジ対象……借入金の利息

（3）ヘッジ方針
金利の変動によるリスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っておりますが、投機的な取
引は行っておりません。

（4）ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略して
おります。

6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
（2）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、翌事業年度、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ
通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた
項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項
の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づ
いております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人
税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する
予定であります。
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（会計方針の変更等）
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしており
ます。
これによる主な影響として、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の
一部を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用してお
ります。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「販売促進引当金」は、当
事業年度より「返金負債」等に含めて表示しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金が
457百万円減少し、未払費用が452百万円減少し、販売促進引当金が287百万円減少し、返金負債
が同額増加し、流動負債その他が36百万円増加しております。当事業年度の損益計算書の売上高が
3,234百万円減少し、売上原価、販売費及び一般管理費が3,201百万円減少し、営業損失及び経常
損失が33百万円増加し、税引前当期純利益はそれぞれ33百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書

の繰越利益剰余金の期首残高は2百万円減少しております。

2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。な
お、計算書類に与える影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）
1. 繰延税金資産の回収可能性

①当事業年度計上額 119百万円
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社は、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実と考
えられる部分に対して評価性引当額としております。回収可能性の判断においては、将来の課
税所得見込額と実行可能なタックス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する
効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実

際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の計算書類に
おいて、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、繰延税金資産の回収可能性へ与える影

響は重要性がないと判断しております。
2. 販売権の評価

①当事業年度計上額 666百万円
②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社は、2020年７月に導入したマクロライド系抗生物質製剤「クラリシッド」の日本にお
ける商標使用権許諾及び製造販売承認について承継対価を貸借対照表の無形固定資産に販売権
として計上しており、当事業年度末における販売権の貸借対照表価額の大部分を占めておりま
す。（重要な会計方針に係る事項に関する注記）「2. 固定資産の減価償却の方法 （2）無形固
定資産」に記載されているとおり、販売権はその効果の及ぶ期間にわたって定額法にて償却し
ております。
販売権の取得価額は当該製剤の将来販売計画を基礎に算定されていることから、販売実績が

計画に対し大幅な未達となる場合には、販売権に減損の兆候が生じる可能性があり、当該製剤
の販売より獲得できる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合、その時
点での帳簿価額から回収可能価額にまで減額する金額を減損損失として計上する可能性があり
ます。
なお、現時点において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は軽微なものと判断し

ております。

（貸借対照表に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却累計額

5,382百万円
2. 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評
価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお
ります。
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △1,106百万円
（注） 上記の時価と再評価後の帳簿価額との差額のうち、賃貸等不動産に関するものについては、△2百万円

含まれております。
3. 関係会社に対する債権債務

短 期 債 権 1,329百万円
短 期 債 務 4,160百万円

4. 電子記録債権
貸借対照表には、信託受益権等を設定した上で現金化を留保している電子記録債権1,184百万円が

含まれております。

（損益計算書に関する注記）
1. 関係会社との取引高

売 上 高 1,922百万円
営 業 費 用 9,262百万円
営業取引以外の収益 408百万円
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2. 減損損失
当社は、事業用資産については各社の事業別に資産のグルーピングを行っております。また、賃貸

用資産は、個々の物件単位でグルーピングを行っております。
収益性が低下している賃貸用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
損損失として特別損失に14百万円計上しております。減損損失の内訳は、建物９百万円、土地４百
万円であります。
当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は売却可能価

額により評価しております。
用 途 種 類 減損損失 場 所

賃貸用資産 建物
土地

９百万円
４百万円 埼玉県東松山市

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の数

普 通 株 式 607,887株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、未払賞与の損金不算入等であり、繰延税金負

債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金、土地再評価に係る繰延税金負債であります。

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
貸借対照表に計上した固定資産のほか、コンピュータ等の一部については、リース契約により使用

しております。

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事 業 の 内 容 議決権等の所有
（被所有）割合（％）

子会社 日本薬品工業株式会社 東京都
千代田区 160 医薬品の製造販売 （所有）

直接 100.0

関連会社 ジャパンソファルシム
株式会社

東京都
千代田区 10 医薬品の仕入・輸入販売等

（所有）
直接 6.1
（被所有）
直接 19.7

種 類 会社等の名称 関連当事者
との関係

取引の
内 容

取引金額
（百万円） 科 目 期末残高

（百万円）

子会社 日本薬品工業株式会社
製品製造委託先
商品仕入先
役員の兼任

製品の製造委託
及び商品の購入 6,378 その他の

流動資産 1,270

不動産の賃貸 67 電子記録債務 2,172
法人税の精算 271 買掛金 715

関連会社 ジャパンソファルシム
株式会社

商品及び
原材料仕入先
役員の兼任

商品及び原材料
の購入 2,624 電子記録債務 1,104

買掛金 165

（注）仕入その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）「4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載されてい
るとおりであります。
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(１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額

3,004円58銭
１株当たり当期純利益金額

68円32銭

損 益 計 算 書 上 の 当 期 純 利 益 249百万円
普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 249百万円
普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 ―百万円
普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 3,649千株
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